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コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

履行期間（予定） 2026年7月15日 2030年1月11日 企画競争

【背景】 

自然資源、文化・伝統など多様な観光資源を有すインドネシア共和国において、観光は経済成長を担う重
要な産業と位置付けられている。同国の長期ビジョンや国家長期開発計画において、観光セクターは
2045年までに目指す経済成長目標8％達成に資する重要な産業と捉え、持続可能で質の高い観光産業の発
展を通じた経済成長と社会的包摂の両立を目指している。一方、同国における観光産業のGDPに占める
割合は5.1％と東南アジア諸国平均値の10％に比べて低く、世界経済フォーラムが公表している2024年度
版旅行・観光開発指数において、観光産業と関連の深い指標「観光サービスとインフラ」や「健康と衛
生」など一部で低スコアが示されており、観光分野における人材育成や質の向上は喫緊の課題となってい
る。 

【目的】 

本事業は観光省をカウンターパートとし同省傘下の人材育成機関である観光ポリテクニックにおいて、同
国観光産業が求める観光人材が育成されるよう教授内容の改善、同国の観光人材育成に資するために日本
の旅行・観光業界団体とのネットワーキング体制構築、キャリア支援体制整備支援を通じてインドネシア
の観光人材育成体制の強化と改善を図り、インドネシアの観光産業の質向上と同国内の雇用創出を目指
す。 

【活動内容】 

本業務従事者は、本プロジェクトのチーフアドバイザーとしてプロジェクトの成果向上に向けプロジェク
ト全体の運営・進捗管理を行う。また、CP機関の観光省とパイロット校の観光ポリテクニックと連携を
しつつ、以下の活動を実施する。 

１.インドネシア観光産業が求める観光人材像や人材育成の在り方について整理し、現地国内関係者との
共通認識の醸成を支援 

２.観光行政と観光関連事業者とのコミュニケーションチャンネルの構築支援 

３.インドネシアが求める観光人材育成に資するため、日本の観光産業界とインドネシア観光行政・民間
事業者とのネットワーク体制の構築支援

【業務担当分野】チーフアドバイザー／ネットワーキング構築 

【業務従事者の専門分野】国内外の観光産業に関する知見、多様なス
テークホルダー間の合意形成やファシリテーションに係る経験を求める 

【人月合計】約36.0人月  

【渡航開始の目安】　2026年12月下旬 

【国際約束（R／D）締結状況】2025年10月17日締結済み 

【その他留意事項】 

・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

26a00302000000
インドネシア国観光人育成・還流プロジェクト（チーフアドバイザー／ネットワーキング構
築業務）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年5月27日
経済開発部民間セクター開発グルー
プ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。
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履行期間（予定） 2026年7月15日 2029年6月25日 企画競争

【背景】ネパールでは算数学力向上に向けた教員の継続的職能開発（TPD）と地方政府（LG）
による学校支援の制度化が重要課題となっている。既往案件で開発した教材や研修の有効性が
確認されたことを受け、本案件（IBSEプロジェクト）では、その成果を全国展開し、LGが学
校レベルのTPDを継続的に支援できる体制の構築・定着を目指している。業務実施チームに
よって教員教育、援助協調、低学年算数教育、研修デザイン、モニタリング、ICT、教育評価
分析の分野で専門家を派遣しているが、一方で、本事業はLGでのローカル人材強化、学校・教
員の支援に重点を置いており、同国に長期滞在して対象郡のLGを巡回し、現場での情報を収集
しつつ恒常的な支援をする専門家が必要とされるため、2024年8月～2026年7月まで教員教育
／低学年算数教育分野の直営専門家が派遣された。本業務はその業務を、現地滞在型専門家と
して引き継ぐ。 

【目的】プロジェクトの成果３「LGの支援のもと算数に重点をおいた低学年の授業改善のため
の学校レベルのTPD活動が継続的に実施される」の達成に中核的に貢献するとともに、プロ
ジェクト全体の成果の発現を目指す。 

【活動内容】 

・開発された研修教材等を整理・再構成し、低学年算数の授業改善に資する活用方法を検討・
提案する。 

・ミッドライン調査の分析結果を踏まえ、授業観察や教員・校長への聞き取りを通じて効果的
な介入要因を定量・定性の両面から把握する。 

・LGによるTPD支援の制度・運用について、技術的助言と現地での調整を行う。 

・校長を中心とした学校レベルのTPD実践を支援し、研修実施、巡回モニタリング、PDCA実
践や授業改善の定着を図る。 

・現場情報の整理・共有、関係者間の連携・調整、ジェンダー配慮を行い、成果3およびプロ
ジェクト全体の達成に貢献する。

【業務担当分野】教員教育 

【人月合計】約32人月（2年8か月） 

【渡航開始の目安】2026年10月 

 

・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 

・契約締結後、2026年10月を目安とする本渡航開始までの間
に、調査団員として３週間程度のネパール国への１～２回の渡
航を別途依頼することが考えられます。

26a00263000000 ネパール国基礎教育の質の向上支援プロジェクト（教員教育）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年5月27日 人間開発部基礎教育グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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履行期間（予定） 2026年7月15日 2029年10月31日 企画競争

1　背景・目的 

スリランカでは農業セクターに総雇用人口の26.1％が従事しているが、GDPに占める農業セク
ターのGDP貢献度は約7.5％であり、また国内乳生産量は国内需要の約40～45％程度に留ま
り、生産性の向上が課題である。乾燥地域の酪農家は全国の酪農家の7割を占める一方、乳生
産量は全国生産量の約53％に留まる。また約25％の生乳が廃棄もしくは未集乳とされ、流通さ
れていない。乾燥地域における収益性の高い酪農業に向けた課題として、高気温下かつ粗放的
飼育により一頭当たりの乳量が低いこと、乾季の飼料不足や雨季に農繁期と重なり飼育を十分
に行えないため乳量・乳品質が低下すること、そして搾乳・集乳環境の衛生管理知識の不足が
挙げられる。また、地域に適した実践的かつ実現可能な酪農技術や知識を活用し、生産性・品
質の向上による収入や利益率の向上を目指す酪農家を指導・支援する技術普及体制が脆弱であ
る。 

これまでJICAは、「北部州酪農開発プロジェクト」を通じて、小規模農家向けの酪農適正技術
マニュアルを作成し、北部州の畜産技術者の人材育成を行うと共に、同州の一部において気候
に適した自給飼料作付の普及による乳生産量の向上や乳品質向上に取り組んできた。スリラン
カ政府は、同プロジェクトの成果を広めると同時に、乾燥地域におけるビジネス志向型酪農を
推進する技術指導体制を強化し、国内の乳生産量・乳品質を向上すべく、新たに我が国に技術
協力を要請した。

2　活動内容 

本事業の運営管理についてチーフアドバイザーを補佐し、円滑
なプロジェクトの推進に寄与するとともに、研修・普及業務の
企画運営を行う。 

　担当分野 

業務調整／研修・普及 

3　人月合計 

36人月 

4　渡航開始の目安 

2026年10月 

5　関連資料 

・本案件 詳細計画策定調査報告書 

・本案件 事前事業評価表 

6　その他留意事項　 

RD署名状況　未了 

プレ公示の内容は若干の変更の可能性がある

26a00277000000 スリランカ国南アジア乾燥地域における酪農開発プロジェクト（業務調整）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年5月27日
経済開発部農業・農村開発第一グ
ループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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履行期間（予定） 2026年7月15日 2029年10月31日 企画競争

1　背景・目的 

スリランカでは農業セクターに総雇用人口の26.1％が従事しているが、GDPに占める農業セク
ターのGDP貢献度は約7.5％であり、また国内乳生産量は国内需要の約40～45％程度に留ま
り、生産性の向上が課題である。乾燥地域の酪農家は全国の酪農家の7割を占める一方、乳生
産量は全国生産量の約53％に留まる。また約25％の生乳が廃棄もしくは未集乳とされ、流通さ
れていない。乾燥地域における収益性の高い酪農業に向けた課題として、高気温下かつ粗放的
飼育により一頭当たりの乳量が低いこと、乾季の飼料不足や雨季に農繁期と重なり飼育を十分
に行えないため乳量・乳品質が低下すること、そして搾乳・集乳環境の衛生管理知識の不足が
挙げられる。また、地域に適した実践的かつ実現可能な酪農技術や知識を活用し、生産性・品
質の向上による収入や利益率の向上を目指す酪農家を指導・支援する技術普及体制が脆弱であ
る。 

これまでJICAは、「北部州酪農開発プロジェクト」を通じて、小規模農家向けの酪農適正技術
マニュアルを作成し、北部州の畜産技術者の人材育成を行うと共に、同州の一部において気候
に適した自給飼料作付の普及による乳生産量の向上や乳品質向上に取り組んできた。スリラン
カ政府は、同プロジェクトの成果を広めると同時に、乾燥地域におけるビジネス志向型酪農を
推進する技術指導体制を強化し、国内の乳生産量・乳品質を向上すべく、新たに我が国に技術
協力を要請した。

2　活動内容 

ビジネス志向酪農家への適切な飼養管理技術の確立のため、技
術指導を行うとともに、実証された飼養管理に係る技術を教材
に取り纏める活動を他専門家との協力のもと、行う。 

 

担当分野 

飼養管理 

 

3　人月合計 

36人月 

4　渡航開始の目安 

2026年10月 

5　関連資料 

・本案件 詳細計画策定調査報告書 

・本案件 事前事業評価表 

6　その他留意事項　 

RD署名状況　未了 

プレ公示の内容は若干の変更の可能性がある

26a00278000000 スリランカ国南アジア乾燥地域における酪農開発プロジェクト（飼養管理）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年5月27日
経済開発部農業・農村開発第一グ
ループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
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プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
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履行期間（予定） 2026年7月15日 2029年10月31日 企画競争

1　背景・目的 

スリランカでは農業セクターに総雇用人口の26.1％が従事しているが、GDPに占める農業セク
ターのGDP貢献度は約7.5％であり、また国内乳生産量は国内需要の約40～45％程度に留ま
り、生産性の向上が課題である。乾燥地域の酪農家は全国の酪農家の7割を占める一方、乳生
産量は全国生産量の約53％に留まる。また約25％の生乳が廃棄もしくは未集乳とされ、流通さ
れていない。乾燥地域における収益性の高い酪農業に向けた課題として、高気温下かつ粗放的
飼育により一頭当たりの乳量が低いこと、乾季の飼料不足や雨季に農繁期と重なり飼育を十分
に行えないため乳量・乳品質が低下すること、そして搾乳・集乳環境の衛生管理知識の不足が
挙げられる。また、地域に適した実践的かつ実現可能な酪農技術や知識を活用し、生産性・品
質の向上による収入や利益率の向上を目指す酪農家を指導・支援する技術普及体制が脆弱であ
る。 

これまでJICAは、「北部州酪農開発プロジェクト」を通じて、小規模農家向けの酪農適正技術
マニュアルを作成し、北部州の畜産技術者の人材育成を行うと共に、同州の一部において気候
に適した自給飼料作付の普及による乳生産量の向上や乳品質向上に取り組んできた。スリラン
カ政府は、同プロジェクトの成果を広めると同時に、乾燥地域におけるビジネス志向型酪農を
推進する技術指導体制を強化し、国内の乳生産量・乳品質を向上すべく、新たに我が国に技術
協力を要請した。

2　活動内容 

対象地域における適切な生乳品質管理技術の確立のため、技術
指導を行うとともに、実証された生乳品質管理に係る技術を教
材に取り纏める活動を他専門家との協力のもと、行う。 

 

担当分野 

生乳品質管理 

3　人月合計 

36人月 

4　渡航開始の目安 

2026年10月 

5　関連資料 

・本案件 詳細計画策定調査報告書 

・本案件 事前事業評価表 

6　その他留意事項　 

RD署名状況　未了 

プレ公示の内容は若干の変更の可能性がある

26a00279000000
スリランカ国南アジア乾燥地域における酪農開発プロジェクト（生乳品質管理）（現地滞在
型）

公示日（予定） 2026年5月27日
経済開発部農業・農村開発第一グ
ループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月15日 2029年6月19日 企画競争

【背景】エルサルバドルは複数の地殻プレート上に位置する地震多発地域である。2001年1月
と2月に発生した2度の地震では、併せて死者1200人以上、約150万人が被災し、2012年にはウ
スルタン沖でM7.3の地震に伴い、津波がヒキリスコ湾に到達した。一方メキシコも、海溝型巨
大地震とそれに伴う津波のリスクが世界で最も高い地域の一つである。2017年9月には、南部
チアパス州沖での地震（M8.2）の発生後、首都近郊のモレロス州で地震（M7.1）が続き、多く
の死者と負傷者がでた。また、2022年9月に中西部ミチョアカン州沖で発生したM7.6の地震で
は、メキシコの沿岸で津波を観測。このように、両国では、地震・津波観測の強化とリスク軽
減策の推進が求められている。 

両国の太平洋沿岸部には持続的発展に不可欠な物流拠点の国際港湾都市が形成され、これらの
地域は地震・津波による直接的被害のみならず、火災や化学物質の流出、津波による被害拡
散、サプライチェーンを介した経済被害が懸念されている。そのため、本プロジェクトでは、
エルサルバドルのアカフトラ市、メキシコのマンサニージョ市を対象に、地震と津波に対する
減災対策として、工学的リスク軽減策と避難戦略・リスクコミュニケーション手法を新たに開
発し、相手国の政府や地方自治体、民間企業の防災施策へ反映することを目指す。 

【目的】本事業の成果発現に向けて、日本側・エルサルバトル及びメキシコ側関係者間との調
整業務、現地活動の円滑な実施の促進、運営管理を実施し、円滑な事業推進に貢献する。 

【業務内容】SATREPS（地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム）の仕組み及び手続
き等を十分に把握のうえ、事業全体の計画・運営・進捗確認の責任者である研究代表者を補佐
し業務調整を行う。具体的には、相手国機関との協議を踏まえて協力計画等のとりまとめ、公
報促進、機材調達、資金管理を含めた事業の進捗管理等を支援する。

【業務従事者の専門分野】防災分野（地震・津波）に係る業務
調整。 

【人月合計】33人月程度（予定） 

【渡航開始の目安】2026年9月中下旬 

【国際約束（R／D）締結状況】エルサルバトル：2024年3月
済、メキシコ：2024年1月済 

【配置先】エルサルバトルもしくはメキシコ（調整中） 

【その他留意事項】プレ公示の内容は変更になる可能性があり
ます。

26a00260000000
北米・中南米地域（広域）北中米太平洋沿岸部における巨大地震・津波複合災害リスク軽減
に向けた総合的研究（SATREPS）（業務調整）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年5月27日 地球環境部防災グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月16日 2028年9月28日 企画競争

【背景】ベリーズは人口約42万人の中所得国で、農業は観光業に次ぐ主要産業である。農業は
①自給的小規模農家、②市場志向へ移行中の零細農家、③大規模商業生産者、④輸出特化型農
場の4類型から成る。政府は輸入依存の改善に向け、国内生産の拡大・多様化と食料安全保
障、雇用創出を重視しており、JICAが推進する市場志向型農業振興（SHEPアプローチ）の有
効性に着目し、国内においてSHEPアプローチの展開を図り、小規模農家の所得向上及び農業
生産性の向上を図ろうとしている。 

【目的】ベリーズにおいて、小規模農家がSHEPアプローチを実践できるよう支援し、ベリー
ズの社会構造や気候に即した市場志向型農業のモデルを作ることを目的とする。 

【活動内容】 

・農業・食糧安全保障・企業省の普及員がSHEPアプローチを十分に理解し、対象農村の農家
グループに対し、SHEPアプローチ研修を行えるよう育成する。 

・研修を受講した農家グループがSHEPアプローチを実践できるよう普及員と共に支援する。
 

・対象農村での優良事例及び教訓を取りまとめ、ベリーズにおけるSHEPアプローチ展開に係
るマニュアルを策定する。 

・作成したマニュアルを活用し、国内のその他農村におけるSHEPアプローチの展開を支援す
る。 

・作成したマニュアルを活用し、主に英語圏カリブ諸国におけるSHEPアプローチの展開を支
援する。 

・SHEPの国内及びカリブ域内での定着・拡大を目的に、国内及び国際セミナーを開催する。

【人月合計】約24人月 

【渡航開始の目安】2026年9月上旬 

【関連報告書公開情報】 

ベリーズ国 With／Post COVID-19 社会における農業バリュー
チェーン改善アドバイザー業務完了報告書 

 

・プレ公示の内容は、若干の変更の可能性がある。

26a00176000000 ベリーズ国SHEPアプローチ市場志向型農業振興アドバイザー（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年5月27日
経済開発部農業・農村開発第一グ
ループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
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★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月22日 2028年9月27日 企画競争

【背景】 

ガーナ共和国を含む西アフリカ諸国では、人口の3分の1が沿岸域に住み、GDPの40％以上が同
地域での活動に依存しているが、海岸侵食とそれに伴う浸水被害の進行により、沿岸域の住民
の生活や安全、生活インフラが脅かされている。ガーナ共和国では、海岸保全のために突堤や
護岸等のインフラ整備を自国予算で進めているが、海岸保全に関する方針やガイドラインを有
しておらず、それら方針類を定めるために必要な基礎データも十分に収集・管理されていな
い。そのため、海岸構造物や港湾施設等の整備による隣接地域の海岸浸食をさらに増長させる
問題が発生している。また、気候変動に伴う海水面の上昇や高波の高頻度・強大化等が将来の
海岸浸食を助長する懸念もされている。 

【目的】 

ガーナ国における総合土砂管理や海岸保全を含む沿岸域の防災機能強化のために、対策の効果
検証に必要なデータの収集と統合・解析システムの構築を行い、同国における適切な海岸防護
と保全の実現と、西アフリカ地域に共有可能なシステムとなるための基盤創りを目指し、●●年
●月から本SATREPS事業を実施中である。本件受注者は業務調整員として派遣され、プロジェ
クトの運営管理を行い、関係者間の意思疎通を支援するなど、円滑なプロジェクトの推進に寄
与する。 

【業務内容】 

SATREPS（地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム）の仕組み及び手続き等を十分に
把握のうえ、ガーナ国実施機関との協議を踏まえながら、研究代表者を補佐し事業全体の計
画・運営・進捗確認等、業務調整を行う。具体的には、協力計画などのとりまとめ、広報促
進、機材調達、資金管理を含めた事業の進捗管理などを支援する。また、事業に関する情報収
集や相手国機関との連絡調整等を行い、カウンターパート、JICA、日本人研究者間の調整役と
して活動の効率化と事業促進を図る。

【業務担当分野】SATREPS事業における業務調整 

【人月合計】約24人月 

【現地派遣期間】2026年11月-2028年10月（予定） 

【国際約束（RD）締結状況】2025年3月27日締結済み 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

26a00283000000
ガーナ国アフリカ地域沿岸域の持続的な保全、防災、生活改善を実現する総合土砂および環
境管理手法の構築（SATREPS）（業務調整）(現地滞在型）

公示日（予定） 2026年5月27日 地球環境部防災グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。
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★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月15日 2029年8月27日 企画競争

【背景】タンザニアにおいてブルセラ症及び人獣共通結核は、乳や肉等の動物由来食品を介し
た人獣共通感染症であり、その制御のため、バリューチェーンを含む畜産セクターだけでなく
保健等の 他セクターと協働したワンヘルスアプローチによる感染源対策がタンザニアにおいて
も必要である 。しかしながら、同国の関連法では、牛へのブルセラ症ワクチンの接種や結核感
染牛の摘発淘汰にかかる実施義務が明記されておらず、政府関係者からコミュニティに至る地
域全体での両疾病への適切な理解と制御体制の構築が課題となっている。本プロジェクトは、
タンザニア南東部のモロゴロ州において、家畜と人のブルセラ症及び人獣共通結核の制御に有
効な基盤情報と介入条件の特定 ならびに介入体制の整備を行うことにより、ワンヘルス・教
育・官民連携による制御アプローチの確立を図り、もって同アプローチの実践に寄与するもの
である。 

【目的】本業務調整員は、プロジェクト目標達成に向け、関係機関・関係者との円滑なコミュ
ニケーションのもと、適切な運営管理を行い、円滑な実施と推進に寄与する。  

【業務内容】・研究代表者・関係研究者による運営管理業務の補佐 

・年間計画取りまとめ、進捗状況管理  

・合同調整委員会への参加等の相手国機関との協議を通じ、プロジェクト実施状況の把握・促 

進 

・各種広報活動の推進  

・活動に伴う公金管理、物品管理、調達、事務・会計・庶務の取りまとめと計画的な執行管理 

・関係機関・関係者間の連絡・調整役として、JICA事務所等と協議しつつ、活動の促進・効率 

化、実施上の課題解決を図る。

【業務担当分野】SATREPSプロジェクトにおける業務調整 

【人月合計】31人月 

【渡航開始の目安】2027年1月中旬 

【その他留意事項】2024年2月にRD署名済。現地で前任者との
引継ぎ（2週間程度）を予定。プレ公示の内容は若干の変更の可
能性があります。

26a00246000000
タンザニア国ワンヘルス・教育・官民連携による顧みられない人獣共通感染症介入の共同デ
ザインに関する研究開発（業務調整）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年5月27日
経済開発部農業・農村開発第一グ
ループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月23日 2028年7月25日 企画競争

【背景】 

マレーシアは世界第2位のパームオイル生産国であり、同国農業分野の国内総生産の過半数
（52.4％）をパームオイル産業が占めている。生産性が高いことから今後も成長が見込まれて
おり、2021年から2025年の農業輸出額は年間4.8％の成長が予測されている。 

一方で、森林破壊や水質汚濁、労働環境に起因する人権問題などが指摘され、持続可能な産業
への転換が求められている。このような状況のもと、パームオイル搾油廃水（以下「POME」
という）の処理および資源再生を目的としたSATREPS事業が要請された。POMEは処理負荷
が大きい一方、エネルギーやバイオマスを多く含むことから、本事業は処理と資源回収を両立
し、パームオイル産業の持続可能性向上に貢献するものである。 

【目的】プロジェクトの業務調整員として、プロジェクト関係者間のコミュニケーションの円
滑化を図り、また研究代表者の指示のもとプロジェクトの運営管理を行い、円滑なプロジェク
トの推進に寄与する。 

【業務内容】 

・研究代表者の運営管理業務を補佐し、また相手国機関との協議を踏まえ、協力計画(実施計
画、年間計画)のとりまとめや進捗状況の管理を行う。 

・日本側チームの活動に伴う公金管理、物品管理、事務・会計・庶務を取りまとめ、その計画
的な執行を図る。 

・相手国、JICA、日本人研究員間等、関係機関の連絡・調整役として、JICA事務所及びJICA

本部等と協議をしつつ活動の効率化を図る。 

・本事業の研究成果の社会実装を見据え、日本・相手国側の関係機関と連携しながら活動を支
援する。

【業務担当分野】業務調整 

【人月合計】約21人月 

【現地派遣期間】2026年10月上旬～2028年7月中旬 

【国際約束（R／D）締結状況】2023年2月済 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

26a00119000000
マレーシア国材料革新に基づく持続可能なエネルギー・資源・水回収型パームオイル搾油廃
水処理システムの開発（業務調整）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月3日
地球環境部環境管理・気候変動対策
グループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月23日 2028年7月31日 企画競争

１）背景、目的 

ベトナム政府は、国内の失業と貧困に対し、自国労働者の海外就業を促進しつつ、特に貧困率
の高い地域においては、貧困削減戦略として国内のみならず海外での雇用確保に力を入れてき
た。一方、海外就労希望者に対する情報提供や、送出過程における不適切な仲介手続、帰国後
のキャリア開発が課題となっている。 

こうした背景を踏まえ、本事業では、送出情報システム「DOLAB－JICA（DJアプリ）プラッ
トフォーム」の構築等を通じ、関係法令に基づく適正な送出、及び就労希望者の情報アクセス
向上やプロセスの透明性向上、帰国後のキャリア開発支援を含む政府の体制強化に寄与するこ
とを目指す。 

本業務では、日本側の統括者であるチーフアドバイザーを補佐し、カウンターパート機関と調
整を重ねつつ、プロジェクト運営管理、各種調整業務及び会計業務を適切に行い、円滑なプロ
ジェクトの推進に貢献する。 

 

２）業務概要 

・プロジェクト目標の達成に向け、プロジェクト全体の進捗管理、関係者間での調整を行う。 

・DJアプリプラットフォームの適切な自律的運営（IT機材調達、運用維持管理等）に必要な体
制構築の支援を行う 

・DJアプリの普及促進に資する広報活動等を行う。 

・ステークホルダー（カウンターパート機関（内務省海外労働局）、地方海外労働局、ベトナ
ム関係機関、及び、日本側関係団体等）間の連携強化を支援する。 

・活動に伴う公金管理、物品管理、調達、事務・会計・庶務の取りまとめと計画的な執行管理
を行う。

【業務担当分野】業務調整／情報システム運用支援 

【人月合計】約20人月 

【渡航開始の目安】2026年9月中旬～下旬 

【その他留意事項】 

・情報システムの運用に関する知識・経験を求める。また、移
住と開発にかかる専門性を有することが望ましい。 

・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

26a00266000000
ベトナム国ベトナム人海外就労希望者の求人情報へのアクセス支援プロジェクト（業務調整
／情報システム運用支援）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月3日
経済開発部民間セクター開発グルー
プ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年8月6日 2028年11月6日 企画競争

【背景】 

バングラデシュ北東部のハオール地域は、雨季初期に発生するフラッシュ・フラッドにより稲
作被害が頻発し、食料安全保障および住民の生計が脆弱な状況にある。 

政府による洪水予測は実施されているものの、予測精度やリードタイムが十分でなく、住民の
事前対応に有効に活用されていない。 

さらに、気候変動に伴う降雨特性の変化が懸念される中、上流域を含む高解像度の科学的知見
が不足しており、将来リスクを見据えた防災・減災対策の検討には課題が残っている。 

こうした背景から、高精度な洪水予測および早期警戒の導入により被害を最小化することは喫
緊の課題であり、これらは同国の国家開発戦略においても優先的に取り組むべき事項と位置付
けられている。 

【目的】 

本事業は、メグナ川流域における水文気象観測の強化と高精度洪水予測・早期警報システムの
構築・実装を通じ、ハオール地域でのフラッシュ・フラッド被害の軽減を図ることを目的とす
る。あわせて、SATREPSとして日本の科学技術を活用し、気候変動適応能力の向上と食料安
全保障の強化に貢献する。本件受注者はプロジェクト開始後の2年間の業務調整員としての派
遣される予定。 

【業務内容】 

SATREPS（地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム）の仕組み及び手続きを十分に把
握のうえ、プロジェクト全体の計画・運営・進捗確認の責任者である研究代表者を業務調整員
として補佐しながら、プロジェクトの円滑かつ効率的な実施を促進する。

【業務担当分野】業務調整（SATREPS） 

【人月合計】24人月 

【現地派遣期間】2026年10月上旬から2028年10月上旬（予定）
 

【国際約束（R／D）締結状況】締結済み 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

26a00254000000
バングラデシュ国ハオール域における洪水早期警報システムの構築プロジェクト
（SATREPS）（業務調整）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月17日 地球環境部防災グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月23日 2028年10月27日 企画競争

【背景】 

ロヒンギャ避難民支援の管理体制に関しては、ダッカでは防災救援省下の難民担当室
（Refugee Cell）が省庁レベルでの調整を担い、国際機関やドナー等の協議や資金動員、省庁
間調整や外交対応においても重要な役割を果たしている。コックスバザールでは同省下の難民
救援帰還委員事務所（ RRRC 事務所）がキャンプ管理の行政的責務を担っており、避難民
キャンプ内は RRRCの職員であるキャンプ担当官（CiCs）や補佐官が国連機関やNGOと調整
を図りながら日々の業務にあたっている。一方で、RRRC事務所やCiC事務所における頻繁な
人事異動や業務の標準化が進んでいない現状、RRRC事務所と援助機関間の不十分な情報共有
などの課題があり、人道支援の効率化の障壁となっている。人道支援資金が縮減する中、効果
的・効率的な資金動員・調整やニーズに即した支援実施は急務の課題であり、バングラデシュ
政府はJICAに対しロヒンギャ避難民支援の関係機関の能力強化に向けたアドバイザーの継続的
派遣を要請した。JICAでは2024年5月より2年間アドバイザーを派遣し、RRRC事務所の業務効
率化に取り組んできた。今般、これまでの成果を踏まえ、RRRC事務所の組織的・運用的能力
の一層の強化を支援する。 

【目的】 

RRRC 事務所の組織運営及び業務遂行能力が強化される 

【期待される成果】 

成果 1 　RRRC 事務所の業務標準化が推進される 

成果 2 　研修プログラム提供により RRRC 事務所職員が業務遂行に必要なスキルを向上させ
る 

成果 3 　主要関係者との連携・関与を促進するための調整能力が強化される 

成果 4 　RRRC 事務所がパイロットの試行を通じて事業管理能力を向上させる

【業務担当分野】避難民支援 

【人月合計】約24.0人月 

【渡航開始の目安】2026年10月上旬 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

26a00311000000 バングラデシュ国避難民支援アドバイザー アドバイザー業務（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月3日 ガバナンス・平和構築部平和構築室
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月23日 2028年10月9日 企画競争

【背景】 

水質汚染は世界的な環境および公衆衛生上の重大な課題である。ダッカ首都圏は世界で最も人
口密度の高い地域の一つであり、未処理の病院廃水、家庭廃水、産業廃水による環境劣化が深
刻な状況に達しており、公衆衛生、生態系、経済成長に対する重大なリスクをもたらしてい
る。 

【目的】 

本プロジェクトは、ダッカ首都圏において薬剤耐性菌に関する水質評価および浄化技術の導入
を通じて、薬剤耐性菌による健康リスクの軽減を図る持続的な取組みと都市環境の改善に資す
ることを目的としている。本件受注者はプロジェクト開始後の2年間の業務調整員としての派
遣される予定。 

【業務内容】 

SATREPS（地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム）の仕組み及び手続きを十分に把
握のうえ、プロジェクト全体の計画・運営・進捗確認の責任者である研究代表者を業務調整員
として補佐しながら、関係者間の論点整理や利害調整を伴う高度な調整の中核的役割を担い、
プロジェクトの円滑かつ効率的な実施を促進する。

【業務担当分野】業務調整（SATREPS） 

【人月合計】24人月 

【渡航開始の目安】2026年10月中旬 

【国際約束（R／D）締結状況】締結済み 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。 

 

調達管理番号が変更になりました。 

(変更前)26a00130000000 

(変更後)26a00326000000

26a00326000000
バングラデシュ国ダッカ首都圏における薬剤耐性菌（AMR）の健康リスクを軽減するための
水質モニタリングと浄化技術の導入（SATREPS）（業務調整）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月3日
地球環境部環境管理・気候変動対策
グループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月23日 2028年11月30日 企画競争

【背景】 

パキスタンでは母子保健指標の改善は見られるものの、新生児・妊産婦死亡率は依然高く、質の高い継続
的ケアへのアクセス不足が課題である。その背景には、助産師不足に加え、資格体系の分断やディプロマ
中心の教育による質のばらつきがある。これを受け政府は2023年に助産師育成にかかる国家戦略「パキ
スタン国家助産ビジョンおよび戦略的フレームワーク」（以下、「国家助産戦略」）を策定し、助産師を
中核人材と位置付け、4年制学士課程への移行など教育制度改革を推進している。連邦保健省直轄の高等
教育機関でイスラマバードに位置するHealth Services Academy（以下、「HSA」）は同国初の学士課程
を開始し制度改革の中核を担うが、移行期における教育の質向上や制度整備には技術支援が必要であり、
本事業はこれを支援するものである。 

 

【目的】  

本事業は、HSAの助産学士課程カリキュラムの質を向上させるとともに、教員の指導力強化及び助産師の
役割やキャリアパス・キャリアラダーの整備を通じて、パキスタンにおける、質の高い助産人材の持続的
育成と助産ケアの質の向上を図ることを目的とする。 

 

【活動内容】 

①HSAの助産師学士課程カリキュラム・シラバスが国際基準に整合し、かつパキスタンの社会・制度的
文脈に即した内容となるよう、課題分析を行い、改訂を推進する。 

②HSAの教員の教育・指導力向上に向け、講義・実技実習・臨床実習における技術的指導を行う。 

③国家戦略技術部会のメンバーとして、助産師の役割及びキャリアパス・キャリアラダーの検討及び助
言を行う。 

④その他、WHOやUNFPA等他開発パートナーとの連携を促進する。

【業務担当分野】 

助産教育・継続ケア 

 

【人月合計】 

24人月 

 

【渡航開始の目安】 

2026年11月 

 

プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

26a00327000000 パキスタン国助産教育・継続ケアアドバイザー（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月3日 人間開発部保健第二グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月23日 2028年10月13日 企画競争

【背景】  

エジプトは2014年以降政治的安定を回復しつつあるが、若年層失業や地域格差等の課題が残り、人材開発における
教育の重要性が高まっている。「持続可能な開発戦略2030」では質の高い教育への公平なアクセスが掲げられる一
方、実際の学校教育は試験重視で、社会性醸成などが十分でないことが課題とされていた。こうした中、2015年の
安倍首相とエルシーシ大統領との会談において、同大統領より、日本式教育に関する支援の可能性について関心が
示され、2016年、エルシーシ大統領訪日の機会に、両国政府間でエジプト・日本教育パートナーシップ（EJEP：
Egypt Japan Education Partnership）に合意した。2017年より日本式教育（特別活動を含む全人的教育モデル）の
導入・普及が進められており、エジプト・日本学校（EJS）をはじめ既存校等での実践が拡大している。一方、複
数のプロジェクトや円借款事業、関係機関が関与する中で、取組の整合性確保、運営体制の強化、現場レベルでの
実践能力向上やモニタリングの充実が課題となっている。また、優良事例の蓄積・共有や関係者間の連携強化を通
じ、持続的な制度化・普及を図る必要がある。 

  

【目的】  

本専門家は、EJEP及び「特別活動を中心とした日本式教育モデル発展・普及プロジェクト」にかかるExecutive

Committee 1 (EC1)の枠組みの下、全人的教育モデルの実践・普及に関する各事業の調整・運営を強化し、関係機
関間の連携促進、実践校の能力向上及び適切なモニタリング・技術支援を通じて、同モデルの定着と持続的発展に
貢献する。  

 

【業務内容】  

・EJEP関連事業の進捗管理、政策・計画への反映支援及び関係機関との調整 

・EC1及び関連会合運営支援 

・実践校訪問等を通じたモニタリング、教職員への技術支援、全人的教育モデル普及に向けた助言・支援 

・Project Management Unit体制強化及び関係者の能力向上支援

【業務担当分野】教育行政 

 

【人月合計】22.5人月  

  

【渡航開始の目安】2026年11月中旬（派遣手続き状況により、前後する可能
性あり）  

  

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

26a00332000000
エジプト国エジプト・日本教育パートナーシップ（EJEP）：EC1に係るCo-Director（共同
議長）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月3日 人間開発部基礎教育グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月23日 2027年10月14日 企画競争

【背景】 

ジンバブエ政府は農業を雇用創出と外貨獲得の基盤と位置付け、生産性向上と市場志向型農業
を重点としている。コメは2004年に戦略的穀物に指定されたが振興策は限定的で、需要の大半
を輸入に依存している。2022年には大統領夫人の発信を契機に、女性向け農業プログラム
（Agric4She）の下で自給率向上方針が示された。また、JICA基礎調査により潜在的な高収量
が確認された一方、低収量や加工・流通の未発達、高コスト構造など課題も明らかとなった。
 

【目的】 

コメの生産拡大と生産性向上を図り、食料安全保障の強化と輸入依存の低減に寄与する。その
ため、研究能力の向上と普及体制の強化を通じて、生産から流通・販売までを見据えた持続的
なコメ産業の基盤構築を目指す。 

【活動内容】 

栽培技術の改善、灌漑条件下での高収量技術の普及、研究機関の能力強化、普及員の指導力向
上を支援する。併せて、CARD加盟や国家コメ開発戦略（NRDS）策定に資する助言を行い、
関係機関の連携強化を通じて体系的な技術支援体制の構築を促進する。

【活動内容】本事業の運営管理を行うと共に、稲作技術業務の
企画運営を行う。  

【担当分野】稲作技術  

【人月合計】約12人月  

【渡航開始の目安】2026年9月下旬  

【関連資料】本案件 実施計画書  

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
る

26a00309000000 ジンバブエ国コメ研究開発生産アドバイザー業務（稲作技術）（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月3日
経済開発部農業・農村開発第二グ
ループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月22日 2029年9月21日 企画競争

１）背景 

JICAは2019年～2024年にかけて、「ウズベキスタン・日本青年技術革新センター（UJICY）研究能力強化プロ
ジェクト」を実施。日本からの専門家派遣や研修、研究資金支援を通じて、若手研究者の育成、国際的な学術成果
の創出、日本の大学との連携強化などの成果を上げた。一方で、UJICYの持続的な経営に向けた課題（本邦大学等
と連携を生み出す仕組みの定着、研究管理体制の構築、研究や機材の資金確保など）も明らかとなった。これらの
課題に継続して取り組むため、同プロジェクトフェーズ２が2024年8月から5年間の予定で実施中である。 

 

２）目的 

本TORで選定される専門家は、プロジェクト全体の管理を行い、ウズベキスタン関係者と連携しつつ、プロジェク
トの目標を達成するための成果発現及び活動の円滑な運営を担うために派遣されるもの。 

 

３）活動内容 

本専門家（連携体制強化・業務調整）は、以下に挙げたような活動に従事する。 

＜連携体制強化＞ 

・本邦大学等との更なる連携促進や連携強化の仕組みづくり、UJICYの研究管理体制の構築をはじめ、自らプロ
ジェクト目標達成に必要な活動を検討し、実施する。 

・他の日本人専門家（短期）及びプロジェクト関係者等をまとめ、 必要に応じて適切な助言を行う。 

・プロジェクトの実施・運営全般を管理すると共に、中長期的なUJICY組織運営ビジョンについて関係各者と協議
する。 

・PDMに沿った定期モニタリングを適時適切に行い、関係者への報告・説明責任を果たす。 

＜業務調整＞  

・相手国、JICA、本邦大学等との連絡・調整窓口として関係者と協議を行い、活動を推進する。 

・プロジェクトの投入（公金・物品管理や事務・会計・庶務等）を管理し、計画的に執行するとともに、各種報告
書作成や広報を担当する。

【人月合計】約36人月 

【渡航開始の目安】2026年9月下旬 

【その他留意事項】2024年5月にRD署名済。なお、プレ公示の内容は若干の
変更の可能性があります。

26a00281000000
ウズベキスタン国ウズベキスタン・日本青年技術革新センター組織管理・自律発展能力強化
プロジェクトフェーズ２(連携体制強化・業務調整)（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月3日
人間開発部高等教育・社会保障グ
ループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月30日 2027年12月10日 企画競争

【背景】 

2013年の日トルコ首脳会談に基づき、2016年6月にトルコ・日本科学技術大学（以下「TJU」）の設置を規定した
日トルコ政府間の二国間協定の署名が行われた。JICAは円借款による施設機材の整備等と開学準備支援を行うこと
になっている。2026年秋に一部分野の開学が予定されているものの、エネルギー分野については2027年秋の開学
となるため、専門家による現地での支援が必要。  

 

【目的】 

派遣予定の専門家は、現在形成中の円借款事業の実施機関であるTJUの事業実施能力の強化を図り、円借款事業迅
速化・効果増大に資するものであり、また大学の教育・研究プログラムの策定及び大学マネジメント体制強化を行
うことにより、もってTJU全体の運営能力強化、トルコの国際競争力向上及び本邦大学・企業との人的・学術的交
流を通じた日ト関係強化に寄与するもの。  

 

【業務内容】 

・両国関係者間の密接なコミュニケーション・調整を促進する。  

・TJU事務局での（エネルギー分野）開学準備とその運営能力強化を支援する。  

・本邦コンソーシアム委員会とTJU 執行部・教員間での協議の準備・フォローアップを行い、TJU全体や各学問領
域における教育・研究面に係る検討を促進する。  

・TJU関連の記念式典やシンポジウム等の実施等、対外的な広報活動に係る支援を行う。  

・円借款事業の円滑な事業形成のために、JICA及び協力準備調査を実施するコンサルタントとTJUとの調整を行
う。  

・TJUと本邦大学の学術交流（教育、研究、学生交流等）を促進する。  

・TJUと本邦企業の産学連携（就職、研究等）を促進する。  

・派遣中のプロボスト専門家を補佐する。  

・業務に係る経理処理および資金管理の実施を行う。

【人月合計】12人月 

【渡航開始の目安】2026年11月下旬 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

26a00240000000 トルコ国トルコ・日本科学技術大学事務局機能強化（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月10日
人間開発部高等教育・社会保障グ
ループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年7月30日 2028年10月20日 企画競争

【背景】 

ルサカ市では、人口増加に伴い無計画な定住や住宅開発が進み、市境を越えた都市スプロール
や土地利用の混乱が顕在化するとともに、電気、上下水道、排水等の都市インフラ不足が深刻
化している。 

長期的な都市計画として「ルサカ都市マスタープラン（2009～2030年）」が存在し、その見
直しを目的として2025年に終了した「ルサカ都市圏総合開発計画策定プロジェクト（2025～
2045年）」においては、提案事業の実施に必要な関係機関間の調整体制や資金調達面での課題
が確認された。 

また、「都市・地域計画法（2015年）」に基づき、ルサカ市および周辺4自治体（チョング
ウェ、チボンボ、チランガ、カフエ）を対象とする広域計画として、ルサカ都市圏総合開発計
画（Greater Lusaka Regional Development Plan：GLRDP）案が策定され、交通、土地利用、
水・衛生、廃棄物管理等の分野における指針が示された。一方、事業実施主体が省庁・機関に
またがることから、政府予算に加え、開発パートナーや民間資金を含む横断的な実施・モニタ
リング体制の構築が求められている。 

 

【目的】 

GLRDPの実施段階における都市開発計画管理のアドバイザーとして、カウンターパート
（MLGRD）に対し、他の関係政府機関・組織と連携し、GLRDPの実施促進を支援するための
技術的助言を行うことを目的とする。

【業務内容】 

①関係政府機関と連携し、既存の政策・戦略・作業計画に整合
したGLRDPの見直しおよび最優先プロジェクトの選定を行うと
ともに、MLGRDおよび関係政府機関におけるFSプロセスの加速
支援ならびにFSおよび優先プロジェクトの資金調達オプション
の検討を支援する。 

②GLRDP実施委員会（GLRDP-IC）等の会議を通じて関係政府
機関間の参加促進、議論および調整を行うとともに、MLGRDお
よび関係政府機関による進捗のモニタリング・評価、会議後の
フォローアップ支援、ならびにGLRDPの公式化を含む関連事項
に関する技術的助言を行う。 

 

【業務担当分野】都市開発計画管理 

【人月合計】24人月 

【渡航開始の目安】2026年9月下旬 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

26a00206000000 ザンビア国都市開発計画管理（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月10日 社会基盤部都市・地域開発グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年9月2日 2030年2月28日 企画競争

【背景】 

近年、東南アジアでは自然災害が多発し被害も拡大している。これを受けASEANは連携を強化
し、2016～2026年に災害医療能力強化プロジェクトを実施、地域ルール整備や人材育成等を
進めた。今後はインドネシアのASEAN災害保健医療管理研究所（AIDHM）を中核に体制を移
行し、本事業は同機関の運営強化、学術ネットワーク推進、EMT（緊急医療チーム）体制強化
を通じて、災害に強い保健医療システムの確立に貢献する。 

 

【目的】  

・チーフアドバイザーを主に技術的視点から補佐し、プロジェクト全体の効果的かつ効率的な
実施に貢献する。 

・学術研究活動や各種訓練・研修等の活動について、円滑な実施にむけて技術的支援や助言を
行うとともに、運営管理やその調整をサポートする。  

 

【活動内容】  

・プロジェクトの年間計画策定、進捗状況把握、情報共有等、チーフアドバイザーの運営管理
業務の補佐  

・合同調整委員会への参加等の相手国機関との協議を通じ、プロジェクト実施状況の把握・促
進   

・各種広報活動の推進   

・活動に伴う公金管理、物品管理、調達、事務・会計・庶務の取りまとめと計画的な執行管理
 

・関係機関・関係者間の連絡・調整役として、JICA事務所等と協議しつつ活動の促進・効率
化、実施上の課題解決の促進

【業務担当分野】学術活動促進／業務調整 

【人月合計】約39人月 

【渡航開始の目安】2026年11月上旬（RD署名の完了時期によ
る。） 

【RD署名状況】未了 

【関連報告書公開情報】JICA「ODA見える化サイト」にて前
フェーズのプロジェクト関連情報が公開されています。 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
る。

26a00336000000
ASEAN共同体AIDHMを通じたASEAN災害保健医療管理地域能力強化プロジェクト（ARCH

Plus）(現地滞在型)

公示日（予定） 2026年6月10日 人間開発部保健第二グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年8月6日 2028年10月19日 企画競争

【背景】 

　マダガスカルの初等教育開発は、アクセス面で大きな成果を残してきた一方、初等教育の進級率や修了率に依然
として課題が残る。PASEC（フランス語圏サブサハラアフリカにおける教育システムの質調査）の学力調査におい
ては、小学校最終学年で十分な計算力を身につけている児童は21.6％、読解力においては17.5％に留まっており、
基礎教育の質において大きな課題がある（PASEC、2019）。就学率での男女格差はあまり見られないが、地域間
格差が顕著で、特に過疎地、農村部での学校において公平性の確保に留意する必要があるとされている（教育セク
ター計画2018～2022）。 

　こうした現状を打破すべく、マダガスカル政府は、国家総合政策（2024～2028）の柱の一つ「開発プロセスに
相応する人的資源開発」に教育開発を位置づけ、国家開発計画（2019～2023）においても、教育はマダガスカル
の経済発展及び新興のための基盤として重要な分野とされている。教育省は、教育セクター計画（2018～2023）
やパートナーシップコンパクト（2023）を策定し、基礎教育の完全普及の達成に向け、アクセスの改善に取り組む
ことに加えて、深刻化している基礎教育の質の改善を掲げている。 

 

【目的】 

本専門家は、マダガスカル教育セクター計画の目標達成に向け、教育セクター全般の課題を整理・分析・特定し、
同国教育セクターの改善に資する教育政策に係る提言や、事業実施等に向けて必要な助言・調整・支援を行うもの
であり、基礎教育の質の改善に貢献するものである。 

 

【業務内容】 

・マダガスカル教育セクターにおける課題の整理・分析 

・教育セクター計画の目標達成に向けた事業実施促進等に必要な助言・調整・支援 

・教育セクターの動向を踏まえたJICA実施事業の効果的運営他開発パートナー等との連携・助言・調整・支援 

・JICAの基礎教育セクターの事業戦略の形成及び新規事業の形成支援

【業務担当分野】教育政策 

 

【人月合計】24人月 

 

【渡航開始の目安】2026年10月上旬（派遣手続き状況により、前後する可能
性あり） 

 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

26a00061000000 マダガスカル国教育政策アドバイザー（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月17日 人間開発部基礎教育グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年8月20日 2027年11月19日 企画競争

【背景】キルギスの保健セクターにおいては、脳卒中や心筋梗塞等の非感染性疾患（NCDs）
や外傷の患者、障害を有する者に対するリハビリテーション医療 の体制整備が大きな政策課題
となっている。特に、専門職の養成・配置、標準的な診療手順の整備、医療機関間の患者導線
（リファラル）等の面で十分な体制が構築されていない。現行の医療従事者の卒前・卒後教育
は旧ソ連型の教育モデルに依拠しており、エビデンスに基づく医療や理学療法・作業療法を含
む現代的リハビリテーション医療に関する教育や研修が不足している。地方においてはリハビ
リテーションサービスへのアクセス自体が限定的であり、地域間格差が顕著である。 

 

【目的】本事業は、リハビリテーション専門職学士課程の臨床実習先となる医療施設において
実習生の受入体制を整備するとともに、進行中の制度改革に資する日本の知見や経験を共有す
ることにより、専門職の新規養成、既存の医療従事者の再教育、リハビリテーションサービス
提供体制の構築を図り、もってキルギスのリハビリテーション制度基盤の強化に寄与するも
の。 

 

【活動内容】 

①リハビリテーション専門職学士課程の臨床実習の目的や到達目標を整理し、実習先医療施設
の受入体制及び課題を把握する。 

②実習生を受入れる医療施設に対し、臨床実習及び指導体制の整備に必要な技術的助言を行
う。 

③リハビリテーション制度改革の進捗状況や今後の見通しを把握し、有用と思われる日本の知
見や経験を共有する。 

④上記の活動成果や他の開発パートナーの協力状況を踏まえ、今後の日本の協力の方向性につ
いて助言する。

【業務担当分野】リハビリテーション制度 

【人月合計】12人月 

【渡航開始の目安】2026年10月下旬 

【その他留意事項】プレ公示の内容は変更の可能性がありま
す。

26a00251000000 キルギス共和国リハビリテーション制度（現地滞在型）

公示日（予定） 2026年6月24日 人間開発部保健第二グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施現地滞在型）（2026年5月20日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年10月15日 2028年11月30日 企画競争

【背景】 

ベトナム社会主義国はＢ型肝炎ウイルスおよびＣ型肝炎ウイルスの感染率が高く、関連疾患の負荷が大きい国であ
る。2017年の疫学調査では約780万人がＢ型肝炎、約100万人がＣ型肝炎に慢性的に感染していると推定されてい
る。肝炎は年間約8万例の重症例および約4万人の死亡に関係しており増加傾向にある。母子感染も主要な感染経路
である。 

政府は国家行動計画を策定したが、予算や人材不足、省ごとの取組格差、現場の体制不足により対策は十分に進ん
でいない。このため日本に対し技術協力が要請された。 

【目的】 

プロジェクトの運営管理および調整を行い、ウイルス性肝炎対策の計画、実施、評価を支援することで円滑な推進
に寄与する。 

【活動内容】 

（運営管理業務） 

・チーフアドバイザーの運営管理を補佐し協力計画を取りまとめる。 

・年間計画の進捗管理を行う。 

・相手国機関の実施計画や環境を把握する。 

・報告書作成を補佐する。 

・広報活動を行う。 

・技術移転の計画と実施を支援する。 

・問題発生時は関係機関と連携して解決する。 

・公金および物品管理並びに事務や会計を取りまとめる。 

（調整業務） 

・関係者間の連絡調整を行い活動の効率化を図る。 

・支障事項を把握し関係機関と協議して解決を促進する。 

（組織連携強化業務） 

・母子感染予防の研修および啓発活動を支援する。 

・検査および治療体制に関する連携を強化する。 

・国際機関や援助機関の活動状況を把握し連携する。 

※なお本内容は現時点での案であり今後変更される可能性がある。

【業務担当分野】 

本案件では保健医療分野に係る業務経験や開発途上国（特にベトナム）での業
務経験を求める。 

【人月合計】 

約23.0人月 

【渡航開始の目安】 

2026年12月下旬 

【関連報告書公開情報】 

・事業事前評価表（JICAホームページにて公開中） 

【その他留意事項】 

RD署名済み（2024年8月5日） 

【その他留意事項】　プレ公示の内容は若干の変更の可能性がある。

26a00345000000
ベトナム国ウイルス性肝炎予防対策強化プロジェクト（業務調整・組織間連携）（現地滞在
型）

公示日（予定） 2026年8月19日 人間開発部保健第二グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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